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補
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選
挙
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行
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（
選
挙
管
理
委
員
会
）　

一

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
登
録
の
基
準
日
、
登
録
日
及　

　

び
縦
覧
期
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一

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
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一

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

　

平
成
十
四
年
二
月
四
日
熊
本
県
議
会
議
長
か
ら
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
選
出
議
員
に
欠
員
を

生
じ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
三
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
該
当
し
補
欠
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
か
ら
、
同
法
第
百
九
十
九
条
の
五
第
四

項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。
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治

熊
本
県
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挙
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理
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会
告
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第
十
一
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿

の
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
日
、
登
録
日
及
び
縦
覧
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
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選
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員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

１　

被
登
録
資
格
の　
　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
七
日

　
　

決
定
の
基
準
日　
　
　
　

（
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
は
平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
）

２　

登
録
日　
　
　
　
　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
七
日

３　

縦
覧
期
間　
　
　
　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
毎
日
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事

務
を
行
う
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
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委
員
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本　
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治

　

水
俣
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
水
俣
市
陣
内
一
丁
目
一
番
一
号
）

　

た
だ
し
、
候
補
者
届
及
び
候
補
者
辞
退
届
の
受
付
は
、
三
月
八
日
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
ま

で
は
水
俣
市
共
済
会
館
「
秋
葉
」
三
階
会
議
室
（
水
俣
市
陣
内
一
丁
目
一
番
一
号
）
の
、
午
前
十
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
は
水
俣
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の
、
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
長
の
定
め
る
場
所
で
行
う
。

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

　

熊
本
県
水
俣
市
の
区
域
に
お
い
て
、
熊
本
県
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た

め
、
本
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
は
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
五
章
に
規
定
す
る
す
べ
て
の
直
接
請
求
及
び
地
方
教
育
行

政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
解
職
の

請
求
の
た
め
の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治
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